
秋田都市計画地区計画の決定（秋田市決定）

都市計画下新城中野工業団地地区計画を次のように決定する。

名 称 下新城中野工業団地地区計画

位 置 秋田市下新城中野字街道端西地内

面 積 約 ４７．７ｈａ

地区計画の目標 本地区は、秋田市の北西部、秋田北ＩＣから約
７ｋｍ、国道７号から約１ｋｍ、秋田港国際コンテ
ナターミナルから約４ｋｍの位置にあり、交通や物
資輸送の利便性が高いほか、近隣に秋田港港湾内洋
上風力発電所や大規模陸上風力発電所が立地してお
り、風力発電の集積地となっている。
秋田県の県政運営の指針となる最上位計画である

「新秋田元気創造プラン」においては、風力など豊
富に賦存する再生可能エネルギーによる発電等の導
入拡大を図り、関連産業の雇用創出等につなげるこ
ととしており、また同プランの個別計画である「第
２期秋田県新エネルギー産業戦略」においては、重
点プロジェクトの一つとして「再エネの地産地消に
向けた仕組みづくり」を掲げ、１００％秋田県産再
エネを活用した工業団地の整備に取り組むこととし
ている。
このため、市街化調整区域である本地区において

地区計画を定め、地区の特性を活かした新たな工業
団地の整備を進めるとともに、建築物等の規制誘導
により、周辺環境と調和した良好な操業環境の形成
を図ることを目標とする。

区域の 土地利用の方針 市街化調整区域である本地区において、工業団地
整備・ としての発展を計画的に行うために、秩序ある土地
開発 利用を誘導し、良好な操業環境を形成する。
および
保全の 地区施設の整備 工業団地としての良好な操業環境の形成に向け、
方針 の方針 開発許可の技術基準等に基づき道路、緑地、雨水貯

留浸透施設等を適切に整備する。

建築物等の整備 ①秩序ある土地利用を誘導し、良好な操業環境を形
の方針 成するため、建築物等の用途の制限を定める。

②敷地細分化等による小規模事業所の混在を防止す
るため、建築物の敷地の最低限度を定める。
③周辺環境との調和を考慮して、建築物の容積率の
最高限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の
高さの最高限度を定める。
④良好な景観形成の推進のため、建築物等の形態又
は意匠の制限、垣又は柵の構造の制限を定める。



地 建 建築物等の用途 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。
区 築 の制限 ただし、市長がやむを得ないと認めて許可したもの
整 物 についてはこの限りではない。
備 等 １ 建築基準法別表第２（わ）項に掲げるもの
計 に ２ 店舗、展示場、遊技場の用途に供する建築物で
画 関 その用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡

す 以下のもの
る ３ 事務所（ただし、建築物に附属するものを除く。）
事 ４ カラオケボックスその他これに類するもの
項 ５ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

６ 公衆浴場
７ 診療所、保育所その他これらに類するもの
８ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これら
に類するもの
９ 自動車教習所
10 自動車車庫その他これに類するもの（ただし、
建築物に附属するものを除く。）
11 畜舎
12 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ご
み焼却場その他建築基準法施行令第130条の２の
２で定める処理施設の用途に供するもの

建築物の容積率 200％
の最高限度

建築物の建蔽率 60％
の最高限度

建築物の敷地面 3,000㎡
積の最低限度 ただし、公益上必要な建築物についてはこの限り

でない。

建築物等の高さ 20ｍ
の最高限度

建築物等の形態 建築物等の色彩は、周辺環境との調和に配慮し、
又は意匠の制限 落ち着いた色合いとする。

屋外広告物の 本地区計画区域内にある施設に関連する屋外広告
制限 物以外のものは、設置してはならない。

屋外広告物は、建築物の屋上又は屋根に設置して
はならない。
屋外広告物は、周辺の景観および環境を損なわな

いよう表示、設置する。

垣又は柵の 建築物の敷地の囲障は、生け垣、植栽又はフェン
構造の制限 ス等の透過可能なものとする。なお、フェンス等を

設置する場合は、基礎部分のコンクリートブロック
等の地盤面からの高さは0.6ｍ未満とする。
ただし、門の部分にあってはこの限りでない。

備 考

「区域は計画図表示のとおり」



理 由
本地区は、交通や物資輸送の利便性が高いほか、近隣に秋田港港湾内洋上風力

発電所が立地するなど、風力発電の集積地となっていることから、秋田県におい
て、再生可能エネルギーを活用した工業団地の整備に取り組むこととしている。
このことから、本計画は、地区の特性を活かした新たな工業団地の整備を進め

るとともに、周辺環境と調和した良好な操業環境の形成を図るため、新たに定め

るものである。


